
 

実証実験・実装促進事業業務委託に係る質問に対する回答 

 

№ 質問事項 質問内容 回答 

１ 

募集要領 

２（３） 

実証企業に直接支給する実証

実験支援金は本委託料に含ま

れるのか。 

併せて、実証実験支援金（最

大 100 万円）の使途につい

て、導入費以外（人件費、外

注費、設備費等）の計上可否、

ならびに支援金交付のスケジ

ュール等、あらかじめ定めら

れたルールがあれば教えてほ

しい。 

伴走支援するスタートアップ等への

実証実験支援金については、本委託

料には含まれません。 

実証実験支援金は採択企業に対し、

当区より支給します。 

なお、支援金の支払い時期は以下の

通りです。 

①新規実証案件 

採択が決定し当区と協定締結後 

②継続実証案件 

４月１日付で当区と協定を締結後 

２ 

仕 様 書

（案）３ 

 

募集要領 

２（２） 

受託期間について、仕様書で

は「委託期間」が 3 月 31 日

まで、募集要領では「履行期

間」が 3 月 19 日まで、と記

載されている。仕様書が正と

捉えて問題ないか。 

仕様書の「委託期間」とは別に、募

集要領の「履行期間」では、報告書

等の委託事業の成果品の提出期限と

して 3 月 19 日（金）を設定してお

り、その日付を「履行期間」として

記載しておりましたが、誤解を招く

煩雑な表記であるため、3 月 31 日

（水）に修正させていただきました。 

３ 

仕 様 書 

（案）6 

（１） 

「実証実験を行う企業への伴

走支援」について、事務局が

担うべき「調整」の範囲につ

いて、実証場所の確保や関係

各署との合意形成等、どのよ

うな体制で進めてきたのか。

過去の事例を教えてほしい。 

これまでの委託業務では採択企業と

実証実験先（採択企業とマッチング

した大田区の各部局等）との間に入

り、実証実験の進捗管理や成果分析、

分析結果に基づく提言、各種 PR 等

を実施いただいております。 

なお、実証場所の確保や関係各署と

の合意形成など、区内部での調整事

項については当区にて実施いたしま

す。 

４ 

仕 様 書

（案）６

（２） 

 

令和７年度採択企業の継続実

証実験について、事業者は３

社いると認識しているが、仕

様書には伴走支援対象を「原

則２件までとする」と記載さ

れている。残り１事業者につ

いては、伴走支援対象外と捉

えて良いか。また、具体的に

伴走支援対象となる企業が現

段階で確定していれば教えて

ほしい。 

ご指摘のとおり、令和８年度の事業

においては、令和７年度に採択をし

た３社に対し継続実証に係る伴走支

援をいただく想定でおります。仕様

書の記載に誤りがあり、大変失礼い

たしました。 

令和８年度に継続実証に係る伴走支

援をいただく企業は、株式会社

KAMAMESHI、 

株式会社ソフツー、株式会社東設土

木コンサルタントの３社を予定して

おります。 



 

５ 

仕様書 

（案）６ 

（２） 

「過年度に採択された企業の

中から２件程度を決定し」と

あるが、この支援対象企業の

選定にあたり、受託事業者は

どの程度プロセスに関与（評

価や推薦を行う）するのか。  

質問４の回答のとおり、仕様書に記

載していた継続実証に係る伴走支援

の対象企業数に誤りがございまし

た。 

過年度（令和７年度）に採択された

企業が計３社あるため、令和 8 年度

の継続実証の伴走支援対象は「原則

３件」までとなります。 

そのため、採択企業３社全てを継続

して伴走支援するため、継続実証の

支援対象企業の選定は実施いたしま

せん。 

６ 

仕様書 

（案）６ 

（３） 

本事業の広報ターゲットに

は、「実証実験への応募を検討

するスタートアップ等の発掘

（区外・海外）」と、「実証成

果の周知による区内企業等へ

の横展開・機運醸成（区内）」

の 2 つの側面があると考え

る。今回のプロポーザルにお

いて、特に、どちらのターゲ

ットへの訴求（認知拡大）を

より重要視されているか、あ

るいはリソースを重点的に配

分すべきと考えるか。 

本事業では、実証実験を通じた区内

課題の解決にとどまらず、採択企業

を大田区のスタートアップエコシス

テムに誘引し、区内立地に繋げてい

くことも目的としております。 

そのため、実証実験への応募を検討

するスタートアップ等の発掘に加

え、実証実験や社会実装の成果のス

タートアップ等への発信にも重点的

に取り組んでいただきたいと考えて

おります。 

７ 

仕様書 

（案）６ 

（４） 

「成果発表となるイベントの

開催補助」と記載があるが、

HICity 等の施設を使用する場

合、会場利用料等、予め定め

られた費用負担はあるか。 

「成果発表となるイベントの開催補

助」について、区施設を活用して開

催することを想定しているため、会

場費等の費用負担はございません。 

８ 

仕様書 

（案）６ 

 

本事業は、これまでの実績を

踏まえ、さらなる発展を目指

すものと拝察いたします。 つ

きましては、次年度の事業実

施において、従来の取組から

特に強化・拡充を期待されて

いる点や、重点的に工夫を凝

らすべきポイントなどがござ

いましたら、可能な範囲で教

えてほしい。 

質問６の回答と重複しますが、本事

業を通じて、スタートアップの区内

立地に繋げていく狙いがあります。 

 

大田区では本事業のほか、PiO 

PARK を拠点として、製品開発ニー

ズを有するスタートアップ・大企業

等と区内企業の掛け合わせによりオ

ープンイノベーションを創出する

「大田区オープンイノベーション促

進事業」や、六郷 BASE における創

業支援、大田区産業振興協会におけ

る各種助成制度など、スタートアッ

プに対する様々な支援を実施してい

ます。 

本事業の広報にあたっては、これら

の支援策の全体像も意識して、スタ



 

ートアップに対する情報発信に重点

的に取り組んでいただきたいと考え

ております。 

 

【参考】 

・ＰｉＯ ＰＡＲＫ 

（https://piopark.net/） 

・大田区オープンイノベーション促

進事業

（https://www.city.ota.tokyo.jp/

sangyo/hicity/pio/topics/otas.ht

ml） 

・六郷ＢＡＳＥ 

（https://rokugobase.com/） 

・大田区産業振興協会 

（https://www.pio-ota.jp/subsi

dy/） 

９ 

企画提案

書 

企画提案書（様式５）につい

て、エクセルの縦型フォーマ

ットが提示されているが、パ

ワーポイントの仕様ならびに

横型のフォーマットを利用す

ることは可能か。 

様式５（エクセルの縦型フォーマッ

ト）以外の任意の形式でも、様式５

に記載した各設問に対する回答が確

認できるよう作成いただければ問題

ございません。 

ただし、様式５の表紙は共通の様式

をご活用いただきたいため、縦型、

A４サイズで企画提案書をご提出く

ださい。 
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